
　
　
　
は

じ

め

に

　
筆
者
の
関
心
は
、
古
代
の
文
書
や
記
録
作
成
の
技
術
が
、
当
時
の
地
方
社
会

に
ど
の
よ
う
に
浸
透
し
て
い
っ
た
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
地
方

に
お
け
る
文
書
行
政
の
実
 態
 や
、
出
挙
運
営
の
実
態
の
検
 討
 か
ら
、
こ
の
点
に

（
１
）
 

（
２
）

つ
い
て
考
察
を
進
め
て
き
た
。
と
く
に
前
者
に
関
し
て
は
、
日
本
の
木
簡
研
究

で
注
目
さ
れ
て
い
る
「
郡
符
木
簡
」
が
、
古
代
地
方
社
会
に
お
け
る
律
令
制
的

文
書
主
義
の
実
態
を
知
る
格
好
の
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
 た
 。
す
で
に
指
摘
さ

（
３
）

れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
郡
符
木
簡
」
は
、
郡
司
が
配
下
の
民
衆
に
対
し
て
「
符
」

様
式
の
文
書
の
形
で
命
令
を
伝
達
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
木
簡
は
通
常
の

木
簡
に
比
べ
て
二
尺
（
約
六
〇
セ
ン
チ
）
と
い
う
長
大
な
規
格
を
も
ち
、
書
か

れ
た
文
字
も
大
き
い
こ
と
か
ら
、
文
字
そ
の
も
の
の
も
つ「
力
」を
利
用
し
て
、地

方
豪
族
が
民
衆
を
支
配
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
背
後
に

は
、
文
書
の
世
界
だ
け
で
は
な
く
口
頭
の
世
界
が
広
く
存
在
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
、
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
郡
符
木
簡
」
は
古
代
地
方
社
会
の
支
配
構
造
を
知
る
上
で
き
わ
め
て
鮮
烈
な

印
象
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
古
代
地
方
社
会
に
お
け
る
文
書
は
「
符
」
だ

け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
他
の
文
書
様
式
も
当
然
用
い
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
近

年
で
は
、
地
方
社
会
に
お
い
て
早
い
段
階
で
「
牒
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
近
年
出
土
し
て
い
る
「
牒
」
の
木
簡
を
手
掛
か
り
に
、
古
代
社

会
に
お
け
る
律
令
制
的
な
文
書
様
式
の
受
容
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

一
　「
牒
」
を
め
ぐ
る
研
究

　
日
本
の
養
老
公
式
令
は
、
「
牒
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

○
養
老
公
式
令
　
牒
式
条

14

牒
式

牒
云
云
。
謹
牒
。

　
　
年
　
月
　
日
　
　
其
　
官
　
位
　
姓
　
名
　
牒

　
　
　
右
内
外
官
人
主
典
以
上
。
縁
レ

事
申
 牒
諸
司
一

式
。〈
三
位
以
上
。去
レ

名
。〉

　
　
　
若
有
二

人
物
名
数
一

者
。
件
二

人
物
於
前
一

。

― 101 ―

文
書
様
式
「
牒
」
の
受
容
を
め
ぐ
る
一
考
察

三
　
上
　
喜
　
孝

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
公
式
令
　
牒
　
地
方
木
簡
　
韓
国
出
土
木
簡

山
形
大
学
歴
史
・
地
理
・
人
類
学
論
集
，
第
七
号
，
一
〇
一－

一
〇
九
頁
，
二
〇
〇
六
年



　
養
老
公
式
令
に
定
め
る
牒
に
は
、
上
記
の
よ
う
に
①
内
外
の
官
人
主
典
以
上

が
諸
司
に
上
申
す
る
場
合
の
書
式
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
公
式
令12  移

式
条
に
よ
れ
ば
、
②
移
式
準
用
の
牒
（
僧
綱
・
三
綱
と
諸
司
が
連
絡
を
取
り
合

う
際
に
「
移
」
で
は
な
く
「
牒
」
を
用
い
る
）
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ

た
。
な
お
「
牒
」
は
こ
の
後
、
僧
綱
や
三
綱
だ
け
で
な
く
、
造
東
大
寺
司
と
諸

司
と
の
間
に
取
り
交
わ
さ
れ
る
文
書
様
式
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

○
養
老
公
式
令
　
移
式
条

12

移
式

刑
部
省
移
式
部
省

其
事
云
云
。
故
移
。

　
　
年
　
月
　
日
　
　
録
　
位
　
姓
　
名

卿
　
位
　
姓

右
八
省
相
移
式
。
内
外
諸
司
。
非
二

相
管
隷
一

者
。
皆
為
レ

移
。
若
因
レ

事

管
隷
者
。
以
レ

以
代
レ

故
。
其
長
官
署
准
レ

卿
。〈
長
官
無
。
則
次
官
判
官

署
。
〉
国
司
亦
准
レ

此
。
其
僧
綱
与
二

諸
司
一

相
報
答
。
亦
准
二

此
式
一

。
以
レ

移
代
レ

牒
。
署
名
准
レ

省
。
〈
三
綱
亦
同
。〉

　
と
こ
ろ
で
、
日
本
の
公
式
令
に
定
め
ら
れ
て
い
る
「
牒
」
の
あ
り
方
は
、
唐

の
公
式
令
の
定
め
る
「
牒
式
」
と
は
全
く
対
応
し
て
い
な
い
。

○
唐
公
式
令
復
旧
第
九
条

九
〔
開
七
〕
牒
式

尚
書
都
省
　
為
某
事

某
司
云
々
。
案
主
姓
名
、
故
牒
。

　
　
　
　
　
　
　
年
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
事
姓
名

左
右
司
郎
中
具
官
封
名
　
令
史
姓
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
令
史
姓
名

右
尚
書
都
省
、
牒
二

省
内
諸
司
一

式
。
其
応
受
判
之
司
、
於
ニ

管
内
一

行
牒
、
皆

准
レ

此
、
判
官
署
位
、
皆
准
ニ

左
右
司
郎
中
一

。

　
こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
公
式
令
で
定
め
ら
れ
た
官
人
個
人
の
上
申
文
書
と
し

て
の
「
牒
」
と
は
異
な
り
、
官
司
の
下
達
文
書
と
し
て
「
牒
」
が
規
定
さ
れ
て

い
た
。

　
た
だ
し
、
日
本
の
「
牒
」
の
実
例
に
注
目
す
る
と
、
公
式
令
で
定
め
ら
れ
た

用
法
以
外
に
、（
唐
制
に
近
い
用
法
と
み
ら
れ
る
）
官
司
間
で
授
受
さ
れ
て
い
た

事
例
も
数
多
く
み
ら
れ
る
。「
牒
」の
用
途
は
き
わ
め
て
広
範
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
早
川
庄
八
氏
は
、（
イ
）
大
宝
令
の
牒
式
が
唐
の
牒
制
に
近
い

規
定
で
あ
っ
た
た
め
に
、
養
老
令
の
施
行
後
も
こ
れ
が
否
定
さ
れ
ず
に
行
わ
れ

た
、（
ロ
）
令
の
規
定
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
唐
の
牒
制
が
準
用
さ
れ
た
、（
ハ
）

移
式
準
用
の
牒
が
拡
大
解
釈
さ
れ
て
用
い
ら
れ
た
、
の
三
つ
の
可
能
性
を
指
摘

し
 た
 。

（
４
）

　
一
方
、
唐
の
官
制
の
あ
り
方
に
注
目
し
た
吉
川
真
司
氏
は
、
唐
の
公
式
令
に

定
め
ら
れ
た
官
司
文
書
が
官
司
間
文
書
と
官
司
内
文
書
の
二
本
立
て
か
ら
な
る

こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、こ
の
う
ち
官
司
内
で
本
局
か
ら
別
局
の
下
達
に「
牒
」、

別
局
か
ら
本
局
へ
の
上
申
に
は
「
刺
」、
別
局
間
の
互
通
文
書
と
し
て
「
関
」
が

使
用
さ
れ
た
と
し
た
。
し
か
し
官
司
内
別
局
が
未
発
達
な
日
本
で
は
公
式
令
に
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こ
れ
が
継
受
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
し
た
が
っ
て
日
本
で
は
「
刺
」「
関
」
の
文
書

も
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
、
必
要
に
応
じ
て
「
牒
」
が
官
司
内
文

書
と
し
て
上
申
・
下
達
両
用
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
 う
 。

（
５
）

　
こ
の
、
日
本
の
公
式
令
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
官
司
内
文
書
と
し
て
の
「
牒
」

に
関
し
て
、
川
端
新
氏
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
取
り
あ
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た

次
の
史
料
に
注
目
し
て
い
 る
 。

（
６
）

○
『
延
喜
式
』
（
雑
）

国
司
上
下
相
牒
式

　
　
　
某
事

牒
云
云
。
今
以
レ

状
牒
。
牒
至
准
レ

状
。
故
牒

　
　
　
　
　
年
　
月
　
日
　
　
主
典
位
姓
名
牒

守
姓
名右

守
在
ニ

治
郡
一

、
牒
下

入
ニ

部
内
一

介
以
下
上

式
。
若
守
入
ニ

部
内
一

牒
下

在
ニ

治

郡
一

介
以
下
上

云
、
検
調
物
所
牒
国
衙
頭
。
介
以
下
報
云
、
国
衙
頭
牒
 上
検

調
物
所
案
典
等
一

。
若
長
官
不
レ

在
者
、
以
レ

介
准
レ

守
。
余
官
不
レ

在
、
節
級

相
准
亦
同
〈
年
月
日
下
典
者
史
生
通
之
〉。

検
調
物
使
牒
 上
国
衙
頭
一

　
　
　
某
事

牒
云
云
。
具
録
ニ

事
状
一

。
謹
請
ニ

進
止
一

。
謹
牒

　
　
　
　
　
年
　
月
　
月
　
　
主
典
位
姓
名
牒

介
姓
名

　
　
右
、
介
入
ニ

部
内
一

、
牒
下

在
ニ

治
郡
一

守
上

式
。
掾
以
下
署
如
レ

令
。

　
こ
の
史
料
は
、
国
衙
に
あ
る
守
と
介
以
下
（
検
調
物
使
）、
も
し
く
は
入
部
し

た
守
（
検
調
物
所
）
と
国
衙
に
あ
る
介
以
下
と
の
間
で
往
復
す
る
文
書
様
式
に

つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
国
衙
の
内
部
で
取
り
交
わ
さ
れ
る
、

官
司
内
文
書
と
し
て
の
「
牒
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
延
喜
式
』
の
本
規
定

は
、
官
司
内
文
書
と
し
て
の
「
牒
」
を
定
め
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
日

本
の
公
式
令
に
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
「
牒
」
の
あ
り
方
が
示
さ
れ
た
事
例
と
い

え
る
。

　
川
端
氏
は
、
こ
う
し
た
事
例
か
ら
、「
式
文
に
よ
っ
て
牒
が
公
式
令
の
定
め
る

文
書
体
系
を
補
足
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
公
式
令

の
規
定
以
外
に
も
こ
う
し
た
牒
が
そ
れ
を
補
い
、
あ
ら
に
そ
の
周
辺
に
は
日
常

的
に
取
り
交
わ
さ
れ
る
多
様
な
牒
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
や

は
り
公
式
令
に
と
ら
わ
れ
な
い
多
様
な
牒
の
存
在
を
想
定
し
た
。

　
文
書
様
式
と
し
て
の
「
牒
」
は
、
唐
と
日
本
の
規
定
の
違
い
、
現
存
す
る

「
牒
」
と
公
式
令
の
規
定
と
の
違
い
な
ど
、
律
令
制
の
古
代
社
会
へ
の
受
容
と
そ

の
背
景
を
考
え
る
上
で
の
格
好
の
素
材
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
研
究
を
ふ
ま
え
、

近
年
の
出
土
木
簡
に
み
え
る
「
牒
」
を
次
に
検
討
し
た
い
。

二
　
地
方
出
土
木
簡
に
お
け
る
「
牒
」

　「
牒
」
の
様
式
を
も
つ
文
書
は
、
奈
良
時
代
の
正
倉
院
文
書
や
平
城
宮
木
簡
な

ど
の
中
央
の
文
字
資
料
の
み
な
ら
ず
、
近
年
で
は
地
方
出
土
の
文
書
木
簡
の
中

に
も
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
す
で
に
早

川
庄
八
氏
に
よ
る
検
討
が
み
ら
れ
る
 が
 、
早
川
氏
の
検
討
以
後
、
地
方
木
簡
の

（
７
）

中
に
「
牒
」
の
様
式
を
も
つ
も
の
が
何
点
か
出
土
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
次
の
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木
簡
は
、
「
牒
」
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
。

○
新
潟
県
和
島
村
下
ノ
西
遺
跡
出
土
第
　
号
木
簡
（『
木
簡
研
究
』）

12

・
「
今
浪
人
司
謹
牒
丸
部
臣
専
司
二
□

・
「
 
山
俣
水
取
小
布
西
三
村
田
人
□

×
×

（
二
六
〇
） 

二
六
 
四
　
〇
一
九
型
式

　
下
ノ
西
遺
跡
は
、
隣
接
す
る
八
幡
林
遺
跡
と
な
ら
ん
で
、
古
代
の
越
後
国
高

志
郡
に
所
在
す
る
官
衙
遺
跡
で
あ
 る
 。
八
幡
林
遺
跡
か
ら
は
、
八
世
紀
前
半
の

（
８
）

と
思
わ
れ
る
木
簡
と
し
て
過
所
的
な
機
能
を
持
つ
「
郡
符
木
簡
」（
後
述
）
や

「
沼
垂
城
」
と
書
か
れ
た
木
簡
、
そ
し
て
柵
の
存
在
を
う
か
が
わ
せ
る
「
石
屋

木
」
の
墨
書
土
器
（
「
木
」
＝
「
柵
」
か
）
な
ど
見
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

関
・
城
柵
と
い
っ
た
複
合
的
な
機
能
を
持
っ
た
官
衙
施
設
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

 る
 。
一
方
、
下
ノ
西
遺
跡
か
ら
は
、
「
殿
門
に
税
を
上
る
」「
掾
大
夫
借
貸
」
な

（
９
）

ど
と
書
か
れ
た
出
挙
収
納
の
記
録
簡
が
出
土
し
て
お
り
（
後
述
）、
こ
の
遺
跡
も

や
は
り
「
殿
門
」
（
郡
司
）
や
「
掾
」
（
国
司
）
に
関
わ
る
官
衙
遺
跡
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
両
者
の
関
係
は
今
後
の
課
題
だ
が
、
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
、

八
幡
林
遺
跡
が
複
合
的
機
能
を
持
っ
た
国
レ
ベ
ル
の
施
設
で
あ
る
の
に
対
し
、

下
ノ
西
遺
跡
は
郡
家
関
連
の
施
設
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
 
。

　
本
木
簡
は
、
下
ノ
西
遺
跡
Ⅱ
区
の
溝
Ｓ
Ｄ
二
〇
一
か
ら
出
土
し
た
。
こ
の
溝

か
ら
は
八
世
紀
前
半
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
土
器
が
出
土
し
、
こ
の
溝
と
直
交

す
る
Ｓ
Ｄ
二
〇
二
溝
か
ら
は
「
神
亀
二
」
と
も
読
め
る
可
能
性
が
高
い
木
簡
が

出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
木
簡
の
年
代
は
八
世
紀
前
半
の
も
の
と
み
て

よ
い
。

（
　
）
10い

　
木
簡
全
体
の
内
容
は
不
明
だ
が
、「
牒
」
の
様
式
を
用
い
た
文
書
木
簡
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　「
今
浪
人
司
」
は
初
出
の
表
現
だ
が
、
同
じ
和
島
村
の
八
幡
林
遺
跡
か
ら
出
土

し
た
郡
符
木
簡
（
八
世
紀
前
半
）
が
参
考
に
な
る
。

○
新
潟
県
和
島
村
八
幡
林
遺
跡
出
土
１
号
木
簡

・「
郡
司
符
　
青
海
郷
事
少
丁
高
志
君
大
虫
　
右
人
其
正
身
率［
　
　
　
　
　
］」

・「
虫
大
郡
向
参
朔
告
司
□
率
申
賜
　
 

　
　
　
 」

×
×

五
八
五
 
三
四
 
五
    〇
一
一
型
式

　
こ
の
郡
符
木
簡
は
、
蒲
原
郡
司
が
、
青
海
郷
の
少
丁
・
高
志
君
大
虫
に
対
し

て
、
国
府
の
「
朔
告
司
」
に
参
向
し
て
、
告
朔
の
儀
で
何
ら
か
の
報
告
を
す
る

よ
う
命
じ
た
木
簡
で
あ
る
。
本
木
簡
は
、
国
府
で
の
告
朔
の
儀
が
終
わ
り
、
こ

の
施
設
を
通
過
し
た
段
階
で
用
済
み
と
な
り
、
こ
の
場
に
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
 
。
こ
こ
に
み
え
る
「
朔
告
司
」
は
国
府
内
に
設
置
さ
れ
た
官
司
の

一
つ
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
時
期
に
「
某
司
」
が
越
後
国
府
に
設
置
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
同
様
に
下
ノ
西
木
簡
に
み
え
る
「
今
浪
人
司
」
に

つ
い
て
も
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
国
府
内
に
設
置
さ
れ
た
官
司
の
一
つ
と
み
て
問
題

な
い
で
あ
ろ
う
。

　
宛
先
の
「
丸
部
臣
専
司
」
は
、「
謹
牒
」
と
い
う
表
現
か
ら
み
て
、
国
司
に
相

当
す
る
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
専
司
」
も
、
後
の
「
専
当
国
司
」
と
同

様
の
意
味
を
持
つ
語
か
も
知
れ
な
い
。

　
で
は
な
ぜ
、
国
司
に
宛
て
た
「
牒
」
の
木
簡
が
、
国
府
で
は
な
く
こ
の
下
ノ

西
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
下
ノ
西
遺
跡
は
、

　
符
到
奉
行
　
火
急
使
高
志
君
五
百
嶋

九
月
廿
八
日
主
帳
丈
部［
　
　
　
　
　
］

（
　
）
11る
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八
世
紀
段
階
に
お
け
る
、
古
志
郡
家
に
関
連
す
る
官
衙
施
設
で
あ
る
と
推
定
さ

れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
下
ノ
西
遺
跡
か
ら
は
、
国
司
（「
掾
大
夫
」）
の

借
貸
稲
を
農
民
に
貸
し
付
け
た
際
の
帳
簿
と
考
え
ら
れ
る
木
簡
が
出
土
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。

○
新
潟
県
和
島
村
下
ノ
西
遺
跡
出
土
第
１
号
木
簡

「
殿
門
上
税
四
百
五
十
九
束
先
上

 三
百
五
十
束
後
上
一
百
九
束
　
十
四

 又
後
六
十
六
束

 掾
大
夫
借
貸
卅
五
束
　
　
　
　
八
十
束

×
×

二
二
五
 
（
八
〇
） 

一
〇
　
　
〇
六
一
型
式

　
最
後
の
行
に
「
掾
大
夫
借
貸
卅
五
束
」
と
い
う
記
載
が
み
え
る
。
詳
細
は
不

明
だ
が
、
越
後
国
で
は
、
古
志
郡
に
国
司
第
三
等
官
で
あ
る
「
掾
」
の
借
貸
稲

が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
さ
ら
に
は
「
掾
」
が
古
志
郡
に
常
駐
し

て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
か
と
す
る
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
 
。

　
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
本
木
簡
は
、
高
志
郡
に
駐
在
し
て
い
た
国
司
官
人（「
丸

部
臣
専
司
」
）
に
対
し
て
、
国
府
内
の
官
司
で
あ
る
「
今
浪
人
司
」
が
宛
て
た
木

簡
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、「
今
浪
人
司
」
と
「
丸
部
臣
専
司
」
と
の
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
た

「
牒
」
は
、『
延
喜
式
』（
雑
）
に
み
え
る
、
国
衙
機
構
内
部
で
取
り
交
わ
さ
れ
る

「
牒
」
に
匹
敵
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
八
世
紀
前
半
段
階
で
す
で
に
、

地
方
社
会
で
は
官
司
内
文
書
と
し
て
の
「
牒
」
が
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

（
　
）
12る

公
式
令
の
定
め
る
文
書
体
系
以
外
の
「
牒
」
の
あ
り
方
（
式
文
に
定
め
ら
れ
た

あ
り
方
）
は
、
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
広
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
ほ
か
に
、
新
潟
県
内
か
ら
は
次
の
よ
う
な
「
牒
」
木
簡
も
出
土
し
て
 

い
る
。

○
新
潟
県
箕
輪
遺
跡
出
土
木
簡
（
『
日
本
古
代
木
簡
集
成
』
東
京
大
学
出
版
会
）

・「
牒
　
三
宅
史
御
所
　
応
□
□
□
　
□
并
□

・「
□
不
過
可
到
来
於
駅
家
村
勿
□
□

×
×

（
二
五
九
） 

三
五
 
五
　
〇
一
九
型
式

・「
牒
　
小
池
御×

 

　
 右
依
収
今
月
六
日

  　［
　
　
　
　
　
　
］

・「［
　
　
　
　
　
　
］

　
 早
送
□
助
□

　
 故
牒
々
到
准
状

×
×

（
九
九
） 

（
三
六
）） 

三
　
〇
八
一
型
式

　
木
簡
の
年
代
は
八
世
紀
後
半
～
九
世
紀
前
半
と
推
定
さ
れ
、
下
ノ
西
木
簡
よ

り
も
や
や
時
期
が
下
る
。
い
ず
れ
も
下
達
文
書
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
故

牒
、
々
到
准
状
」
と
い
う
表
現
は
、『
延
喜
式
』（
雑
）
の
「
国
司
上
下
相
牒
式
」

の
書
止
文
言
や
、
平
安
期
の
太
政
官
牒
の
書
止
文
言
と
も
共
通
す
る
。
宛
所
に

「
御
所
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
形
式
上
は
人
物
個
人
に
宛
て
た
も
の
と
い
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う
よ
り
、
そ
の
人
物
の
機
関
に
宛
て
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
宛
所

の
異
な
る
二
通
の
牒
が
同
じ
遺
構
か
ら
出
土
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
宛

所
か
ら
人
や
物
の
召
喚
と
と
も
に
戻
っ
て
き
た
も
の
と
推
定
さ
れ
 
。
こ
れ
ま

で
、
人
や
物
の
召
喚
と
と
も
に
差
出
側
に
戻
っ
て
く
る
文
書
木
簡
と
し
て
「
郡

符
木
簡
」
が
注
目
さ
れ
て
い
た
が
、「
牒
」
木
簡
も
同
様
の
機
能
が
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。「
符
」
で
は
な
く
「
牒
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
差
出
と
宛
所

の
関
係
に
規
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ

ら
も
ま
た
、
官
司
内
文
書
を
意
識
し
た
「
牒
」
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

三
　
韓
国
出
土
の
古
代
木
簡
に
み
え
る
「
牒
」

　
「
牒
」
木
簡
は
、
近
年
で
は
韓
国
出
土
木
簡
の
中
に
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
 

き
 
。

○
慶
州
・
月
城
垓
字
出
土
木
簡

　
　
牒
垂
賜
教
在
之
後
事
者
命
盡

　
　
経
中
入
用
思
買
白
不
雖
紙
一
二
斤

　
　
大
烏
知
郎
足
下
万
引
白
了

　
　
使
内

　
月
城
垓
字
木
簡
の
年
代
は
六
世
紀
後
半
代
と
推
定
さ
れ
て
い
 
。

　
こ
の
文
書
木
簡
に
つ
い
て
は
、
四
角
柱
の
四
面
に
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
た

め
、
文
書
の
書
き
出
し
が
ど
こ
か
ら
始
ま
り
、
ど
の
方
向
に
読
む
べ
き
か
に
つ

い
て
は
議
論
が
あ
 
。
だ
が
李
成
市
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
牒
」
か
ら
書
き

（
　
）
13る

（
　
）
14る

（
　

）
15る

（
　

）
16る

出
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、「
牒
」
の
文
書
様

式
に
も
と
づ
く
文
書
木
簡
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
李
成
市
氏
に
よ
る
釈
読

案
は
次
の
通
り
で
あ
 
。

牒
す
。
垂
さ
れ
賜
い
し
教
在
り
。
後
事
は
命
ず
る
盡
に
。

経
中
に
入
用
と
思
し
め
し
、
買
い
た
し
と
白
す
。
不
ら
ず
と
雖
も
紙
一
二
斤
。

大
烏
知
郎
の
足
下
の
万
引
、
白
し
了
え
る
。

使
内

　
李
成
市
氏
は
こ
れ
を
、「
官
司
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
「
牒
」
で
あ
る
こ
と
は
ま

ず
間
違
い
あ
る
ま
い
。
お
そ
ら
く
は
、
そ
の
内
容
か
ら
紙
の
購
入
請
求
の
た
め

の
写
経
所
関
係
文
書
と
推
定
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。

　
本
木
簡
の
書
式
を
み
て
み
る
と
、
一
、
二
行
目
が
文
書
の
内
容
部
分
で
あ
る
。

二
行
目
の
「
白
」
は
「
申
す
」
の
意
味
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
紙
の
「
白
紙
」

を
意
味
し
、「
白
不
雖
」
は
「
白
に
あ
ら
ず
と
雖
も
」
と
読
む
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
注
目
し
た
い
の
は
三
行
目
で
あ
る
。「
大
烏
知
郎
」は
官
位
名（
官
位
十
五
等
）、

「
足
下
」
は
脇
付
、「
白
了
」
は
「
白
し
了
ん
ぬ
」
と
読
む
と
す
る
と
、「
万
引
」

は
差
出
人
の
人
名
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
三
行
目
は
、
宛
先
「
大

烏
知
郎
」
に
対
し
て
、
差
出
人
「
万
引
」
が
「
牒
」
の
様
式
の
文
書
木
簡
を
出

し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
と
く
に
本
木
簡
の
差
出
人
と
宛
先
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
八
世
紀
の
正
倉
院

文
書
が
参
考
に
な
る
。

①
正
倉
院
文
書
続
修
四
九
（『
大
日
本
古
文
書
』
二
二－

三
七
二
）
宝
亀
四
年

（
　
）
17る
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（
七
七
三
）

謹
啓

若
桜
部
朝
臣
梶
取
　
式
部
蔭
孫

右
人
、
置
ニ

彼
所
一

、
欲
レ

充
ニ

校
生
一

、
仍
其
身
貢
上
、
但
未
レ

申
ニ

官
司
一

、
乞
照
ニ

此
趣
一

、
且
任
用
之
、
後
日
申
ニ

於
官
司
一

、
可
レ

在
之
状
申
上
、
謹
啓
。

　
　
　
　
　
　
　
七
月
廿
六
日
主
奴
福
物
状

謹
上
　
経
所
諸
尊
 

②
正
倉
院
文
書
続
修
四
九
（
『
大
日
本
古
文
書
』
五－

二
四
二
）
天
平
宝
字
六
年

（
七
六
二
）

主
奴
麻
柄
麻
多
万
呂
謹
白

先
日
通
申
米
事

右
件
米
、
今
日
昨
日
間
甚
要
用
、
乞
照
レ

状
、
好
佐
官
尊
申
給
、
付
ニ

此
使
一

 
処

分
、
蒙
レ

恩
後
、
必
主
奴
永
将
ニ

奉
仕
一

、
勿
无
礼
 
、
必
今
廿
箇
日
間
許
稲
刈
、

即
舂
進
上
、
如
レ

先
給
 申
奈
良
京
一

、
勿
怠
ゝ
ゝ
、
今
注
事
状
、

謹
白

　
　
　
　
　
　
　
七
月
十
七
日
付
使
日
下
部
真
白
万
呂

敬
上
　
吉
成
尊
 
　
　
　
　
主
奴
麻
柄
全
万
呂
状

③
正
倉
院
文
書
続
修
四
九
（
『
大
日
本
古
文
書
』
九－

五
）
天
平
一
八
年
（
七
四

六
）

得
ニ

経
生
高
市
老
人
誂
状
一

云
、
依
レ

有
下

可
レ

洗
ニ

衣
服
一

事
上

、
欲
レ

請
ニ

一
箇
日
暇
一

者
、
今
依
ニ

誂
状
一

申
牒
、
至
乞
照
レ

状
、
欲
レ

放
 却
一
箇
日
間
一

、
以
状
、
謹
牒
。

　
　
　
　
　
　
　
三
月
九
日
葛
野
古
万
呂
状

足
下

左
右

謹
上
　
乙
満
尊
 

　
こ
の
よ
う
に
、
正
倉
院
文
書
の
書
状
形
式
の
文
書
の
最
後
に
は
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
差
出
人
と
宛
先
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
本
木
簡
の
三
行
目
は
こ
れ
ら

を
一
行
に
ま
と
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
問
題
は
最
後
の
行
で
あ
る
。「
使
内
」
の
内
容
は
不
明
だ
が
、
正
倉
院
文
書
で

は
文
書
を
も
た
ら
し
た
「
使
」
の
名
が
記
さ
れ
る
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

部
分
も
、（
こ
の
木
簡
を
も
た
ら
し
た
）
使
者
に
関
す
る
記
述
と
み
て
よ
い
の
か

も
し
れ
な
い
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
わ
ず
か
四
行
の
中
で
文
書
を
完
結
さ
せ
る
た
め
に
、
こ
の

よ
う
な
極
度
に
省
略
さ
れ
た
表
現
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
李
成
市
氏
は
こ
の
木
簡
を
官
司
間
で
用
い
ら
れ
た
も
の
と
推
定

す
る
が
、
差
出
と
宛
先
が
個
人
で
あ
る
点
、「
白
了
」「
足
下
」
な
ど
、
書
状
の

書
式
に
近
い
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
必
ず
し
も
官
司
間
の
文
書
と
想
定
す
る

必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
書
状
に
近
い
「
牒
」（
個
人
の
出
す
上
申
文
書
と
し
て
の

「
牒
」）
を
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
少
な
く
と
も
六
世
紀
後
半
段
階
に
お
い
て
、「
牒
」
の
様
式
を
も
つ
木
簡
が
新

羅
で
確
認
さ
れ
た
が
、
日
本
の
木
簡
で
は
、
滋
賀
県
中
主
町
湯
ノ
部
遺
跡
か
ら

出
土
し
た
次
の
木
簡
が
、
七
世
紀
段
階
の
「
牒
」
の
木
簡
と
し
て
著
名
で
あ
る
。

○
滋
賀
県
中
主
町
湯
ノ
部
遺
跡
出
土
木
 
（
七
世
紀
）

・「
丙
子
年
十
一
月
作
文
氾
」（
右
側
面
）

・「
牒
、
玄
逸
去
五
月
中
□
□
蔭
人
、
自
従
二
月
已
来
、［
　
　
］
養
官
丁
、

　
 久
不
潤
、
□
［
　
　
　
］
□
蔭
人
」

左
右

（
　

）
18簡
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・
「
次
之
、
□
□
丁
［
　
　
　
　
］
□
□
壊
及
於
□
□
、［
　
　
　
　
］
人
、

　
 □
裁
、
謹
牒
也
」

　
右
側
面
の
「
丙
子
年
」
は
天
武
天
皇
五
年
（
六
七
六
）
と
考
え
ら
れ
る
。

　
鐘
江
宏
之
氏
は
「
基
本
的
に
は
個
人
が
出
す
文
書
と
し
て
の
書
式
と
み
て
よ

い
だ
ろ
う
」
と
し
た
上
で
、「
こ
う
し
た
個
人
の
出
す
牒
の
書
式
も
、
大
宝
令
に

よ
っ
て
官
司
の
文
書
体
系
が
整
備
さ
れ
る
よ
り
も
前
に
、
す
で
に
（
一
部
で
し

か
流
通
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
る
が
）
日
本
の
社
会
に
見
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
宝
令
に
よ
る
書
式
制
定
以
前
か
ら
、
そ
の
基

層
に
前
提
と
な
る
文
書
の
文
化
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
律
令
に

よ
っ
て
書
式
が
設
定
さ
れ
た
場
面
の
外
側
で
、
個
人
の
出
す
文
書
は
律
令
に
規

定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
状
態
で
独
自
に
発
展
し
て
い
っ
た
可
能
性
も
見
出
せ
る

だ
ろ
う
」
と
評
価
し
て
い
 
。
六
世
紀
後
半
段
階
と
思
わ
れ
る
新
羅
の
月
城
垓

字
木
簡
に
す
で
に
「
牒
」
の
書
式
を
も
つ
文
書
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

朝
鮮
半
島
で
は
す
で
に
個
人
が
出
す
文
書
と
し
て
の
「
牒
」
の
文
書
が
使
用
さ

れ
て
お
り
、
日
本
で
も
七
世
紀
段
階
で
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
た
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
公
式
令
の
規
定
の
背
景
に
は
、

こ
う
し
た
点
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。「
牒
」
は
、
早
く
か

ら
朝
鮮
半
島
や
日
本
列
島
に
お
い
て
広
範
に
使
わ
れ
て
い
た
文
書
様
式
で
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
、
律
令
制
以
後
も
汎
用
性
の
高
い
文
書
様
式
と
し
て
利
用
さ
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

（
　
）
19る

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
公
式
令
に
定
め
ら
れ
た
「
牒
」
の
文
書
が
、
近
年
の
地
方
出
土

木
簡
に
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
こ
に
は
多
様
な
用
法
が
み
ら

れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
韓
国
出
土
木
簡
に
も
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
「
牒
」
の
広
範
な
使
用
法

が
、日
本
の「
牒
」の
文
書
様
式
に
影
響
を
与
え
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。こ

こ
で
と
り
あ
げ
た
資
料
は
一
点
一
点
が
断
片
的
な
資
料
で
あ
り
、
解
釈
に
困
難

を
伴
う
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
今
後
は
、
律
令
条
文
の
比
較
検
討
に
加
え

て
、
日
本
の
古
代
地
方
木
簡
、
韓
国
出
土
木
簡
ま
で
を
も
含
め
た
検
討
が
、
東

ア
ジ
ア
に
お
け
る
文
書
様
式
の
受
容
の
問
題
を
考
え
る
上
で
鍵
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。

註
（
１
）
三
上
喜
孝
「
文
書
木
簡
と
文
書
行
政
」
石
上
英
一
・
加
藤
友
康
・
山
口
英
男
編

『
古
代
文
書
論
　
―
 正
倉
院
文
書
と
木
簡
・
漆
紙
文
書
 ―
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
九
年
。

（
２
）
三
上
喜
孝
「
古
代
地
方
社
会
に
お
け
る
出
挙
運
営
と
帳
簿
」『
民
衆
氏
研
究
』

五
八
、
一
九
九
九
年
、
三
上
喜
孝
「
出
挙
の
運
用
」『
文
字
と
古
代
日
本
３
　
流
通

と
文
字
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
。

（
３
）
平
川
南
「
郡
符
木
簡
」『
古
代
地
方
木
簡
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
、

初
出
は
一
九
九
五
年
。

（
４
）『
日
本
思
想
大
系
　
律
令
』
岩
波
書
店
、
公
式
令
補
注
（
早
川
庄
八
氏
執
筆
）。

（
５
）
吉
川
真
司
「
奈
良
時
代
の
宣
」『
律
令
官
僚
制
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
。

初
出
は
一
九
八
八
年
。
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（
６
）
川
端
新
 「
荘
園
制
的
文
書
体
系
の
成
立
ま
で
　
―
 牒
・
告
書
・
下
文
 ―
」『
荘

園
制
成
立
史
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
は
一
九
九
八
年
。

（
７
）
早
川
庄
八
「
公
式
様
文
書
と
文
書
木
簡
」『
日
本
古
代
の
文
書
と
典
籍
』
吉
川

弘
文
館
、
一
九
九
七
年
。
初
出
は
一
九
八
五
年
。

（
８
）
和
島
村
教
育
委
員
会
『
下
ノ
西
遺
跡
　
―
 出
土
木
簡
を
中
心
と
し
て
 ―
』
一

九
九
七
年
。

（
９
）
平
川
南
「
八
幡
林
遺
跡
木
簡
地
方
官
衙
論
」『
木
簡
研
究
』
一
七
、
一
九
九
五
年
。

（
　
）
平
川
南
「
異
な
る
利
息
の
出
挙
木
簡
」『
古
代
地
方
木
簡
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

10も
と
は
注
（
８
）
書
所
収
。

（
　
）
三
上
喜
孝
「『
郡
司
符
』
の
な
か
の
「
申
賜
」
―
 新
潟
県
八
幡
林
遺
跡
出
土
第

11一
号
木
簡
私
釈
 ―
」『
史
学
論
叢
』
一
二
、
一
九
九
三
年
）。

（
　
）
平
川
注
（
　
）
論
文
。

12

10

（
　
）
吉
川
真
司
「
牒
」
木
簡
学
会
編
『
日
本
古
代
木
簡
集
成
』
東
京
大
学
出
版
会
、

13二
〇
〇
三
年
。

（
　
）
国
立
昌
原
文
化
財
研
究
所
『
韓
国
の
古
代
木
簡
』
二
〇
〇
四
年
。

14
（
　
）
尹
善
泰
「
慶
州
月
城
垓
字
出
土
木
簡
に
つ
い
て
」
早
稲
田
大
学
朝
鮮
文
化
研
究

15所
『
　
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
関
連
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
韓
国
古
代
木
簡
の
世
界

21

Ⅱ
』
レ
ジ
ュ
メ
集
、
二
〇
〇
五
年
。

（
　
）
尹
前
注
論
文
、
李
鎔
賢
「
新
羅
木
簡
の
形
状
と
規
格
」『
韓
国
出
土
木
簡
の
世

16界
Ⅱ
』
二
〇
〇
五
年
。

（
　
）
李
成
市
「
朝
鮮
の
文
書
行
政
　
六
世
紀
の
新
羅
」『
文
字
と
古
代
日
本
２
　
文

17字
に
よ
る
交
流
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
。

（
　
）
滋
賀
県
教
育
委
員
会
『
湯
ノ
部
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
Ⅰ
』、
一
九
九
五
年

18
（
　
）
鐘
江
宏
之
「
解
・
移
・
牒
」『
文
字
と
古
代
日
本
１
　
支
配
と
文
字
』
吉
川
弘

19文
館
、
二
〇
〇
五
年
。

〔
補
記
〕「
牒
」
の
字
は
、
中
国
の
唐
代
に
太
宗
李
世
民
の
「
世
」「
民
」
の
二
字
が
避

諱
さ
れ
た
た
め
、
顕
慶
二
年
（
六
五
七
）
よ
り
「
 
」
の
字
が
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
日
本
の
文
書
に
も
、
平
安
時
代
に
は
ほ
と
ん
ど
「
 
」
を
用
い
る
よ

う
に
な
る
が
、
本
稿
で
は
す
べ
て
の
正
字
の
「
牒
」
に
統
一
し
た
。

〔
付
記
１
〕
本
稿
の
内
容
は
、
二
〇
〇
五
年
一
一
月
一
二
日
に
日
本
教
育
会
館
で
行
わ

れ
た
東
方
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
日
中
律
令
制
研
究
の
現
状
と
課
題
」
で
「
律
令

制
と
日
本
古
代
社
会
　
―
 文
書
様
式
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
 ―
」
と
題
し
て
報
告
し

た
。

〔
付
記
２
〕
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究（
Ｂ
）「
日
唐
律
令
比
較
研
究
の

新
段
階
」）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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